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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月8日(2017.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　位置制御部２３は、プローブ走査機構５に移動体１６の移動指令を出力して移動体１６
を移動させるとともに、プローブ走査機構５から移動体１６の移動量を入力しており、移
動体１６の位置を制御する。すなわち、プローブ４の位置を制御するようになっている。
また、プローブ４の位置毎に、上述した電子走査指令を遅延時間制御部２１に出力すると
ともに、プローブ位置の情報をデータ収録部２２に出力するようになっている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　そこで、本実施形態では、計算機７は、接触状態判定部２５及び接触状態制御部２６を
有している。接触状態判定部２５は、同一のプローブ位置で取得された波形データのうち
の一部を送受信部６のデータ収録部２２から読込み、これに基づき、シュー１１の曲面１
２と配管１の外周面１３との接触状態が良好であるか否かを判定する（詳細は後述）。そ
して、例えば接触状態が良好であると判定した場合に、判定材料である波形データを含む
、同一のプローブ位置で取得された波形データを、データ記憶部２７で最終的に保存させ
るようになっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　一方、例えば接触状態が良好でないと判定した場合に、接触状態調整指令を出力する。
接触状態制御部２６は、この指令に応じて、プローブ走査機構５に支持軸１７の回転指令
を出力して支持軸１７を回転させる。これにより、配管１の外周面１３に対するプローブ
４の傾きを調整して、シュー１１の曲面１２と配管１の外周面１３との接触状態を調整す
る。その後、接触状態制御部２６は、上述した電子走査指令を遅延時間制御部２１に出力
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する。すなわち、セクタ電子走査を再実行させるようになっている。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　この場合、強度の差分｜Ｍ２’－Ｎ２’｜が所定の閾値より大きいから、シュー１１の
曲面１２と配管１の外周面１３との接触状態が良好でないと判定する。これにより、ステ
ップＳ１０６の判定が満たされず、ステップＳ１０８に移る。ステップＳ１０８では、接
触状態判定部２５が、強度の差分｜Ｍ２’－Ｎ２’｜と強度Ｍ２’，Ｎ２’の大小関係に
応じて、接触状態調整指令を出力する。接触状態制御部２６が、この指令に応じて、プロ
ーブ走査機構５に支持軸１７の回転指令を出力して支持軸１７を回転させる。これにより
、配管１の外周面１３に対するプローブ４の傾きを調整して、シュー１１の曲面１２と配
管１の外周面１３との接触状態を調整する。
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